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内閣府総合規制改革会議事務室�
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎2階�
TEL 03-5501-2808～2810　FAX 03-3540-0651

●構造改革特区については�
内閣官房構造改革特区推進室�
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 第23森ビル6階�
TEL 03-5521-6611（直通）　FAX 03-3500-0560

ドリンク剤等の販売�
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適用区域制度�
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ガソリンスタンド�
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株式売買委託�
手数料の自由化�

投資信託・保険の�
窓口販売� 労働者派遣�

電力の小売自由化� 移動体通信（携帯電話）� ADSL
RFID�
（非接触型ＩＣカード・ＩＣタグ）�

国立大学教員の�
兼業規制緩和�

公立学校における�
民間人校長の任用�

ストックオプション制度� 最低資本金規制の緩和�

航空運賃の自由化� タクシーの運賃の多様化�

さらに進む規制改革�

　我が国の経済は、９０年代以降長期にわたって停滞を余儀なくされています。こうした状況を打破し、日本
経済本来の活力を取り戻すため、政府は「改革なくして成長なし」の考え方のもと、「金融システム改革」、
「歳出改革」、「税制改革」、「規制改革」という、いわゆる「四本柱」の改革に取り組んでいます。�
�
　「規制改革」については、民間や地方のニーズを十分に踏まえた取り組みを行なってきましたが、さらに
「構造改革特区」という考え方も導入し、地域の特性に応じて規制の特例を認めることになりました。�

政府の推進体制�

規制改革とは、国民の皆さんの生活や企業の活動に
関係する様々な規制（法律や通達など）を見直して、時
代に合わなくなった不必要なものを撤廃したり、新しい
問題に対応するためのルールを決めたりすることです。�
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